
県産品ＰＲ用キャッチフレーズ・シンボルマーク・イメージキャラクター使用届出書 
 

※使用開始後、実物又は写真を１点お送りくださいますようお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 使用区分 
（使用するものを「■」
のように塗りつぶしてく
ださい。） 

 
 □キャッチフレーズ 
 □シンボルマーク 
 □イメージキャラクター 
 

 

 
使用商品等 
（該当するものを「■」

のように塗りつぶし、必

要事項を記載してくださ

い。） 

 
 □青森県内で生産（採取、漁獲を含む。）された農林水産物 
 ※品目名                    

 

 
 □青森県内で生産（採取、漁獲を含む。）された農林水産物を主原料として使用 
 し青森県内で製造された加工品（工芸品を含む。）  
 ※商品名                    
 ※名称（品目名）                
 ※青森県産の主原材料名               

 

 
 □特色ある青森県内の特産加工品（工芸品を含む。） 
 ※商品名                     
 ※商品の特色 □伝統的製法技法による 
        □その他（                       ） 

 

 □販売促進・ＰＲ資材等への使用 

 ※使用方法                                    

                                          

                                           
使用開始予定 

 
 平成    年   月 
  

               届出年月日  平成    年   月    日 
                
               法人名（法人の場合）  
 
               代表者氏名   
 
               担当者氏名   
 
               住所・所在地      
 
               電話・FAX      TEL         FAX  
               メールアドレス       
 

 

 

 

お問合わせ先 〒030-8570 青森県青森市長島１－１－１ 
 青森県農林水産部 総合販売戦略課 企画管理グループ 
 電話 ０１７－７３４－９５７１  FAX ０１７－７３４－８１５８ 
 MAIL  hanbai@pref.aomori.lg.jp  ホームーページ http://www.umai-aomori.jp/ 

【宣誓事項】 

上記届出の事項について、使用基準を順守するとともに、青森県産品がたくさんのお客様に愛され、信頼

される産品となるよう努めます。 
【使用条件】 

①必要に応じて県が行う状況確認に協力すること。 
②不適正使用があった場合は自己責任によりキャッチフレーズ等を全て除去すること。 
③消費者から問い合わせがあった場合等に備え、青森県内で生産（採取、漁獲を含む。）された農林水産

物または青森県内で生産（採取、漁獲を含む。）された農林水産物を主原料として使用し青森県内で製造

された加工品（工芸品を含む。）であることを証明する書類等を常備すること。 
 

※使用開始後、実物又は写真を１点お送りくださいますようお願いします。 


